
育休中の年末調整はどうする？申請書類や

各種控除について解説

育休中や産休中で給料が⽀払われていない場合でも、年末調整はきちんと受けることが⼤切

です。要件を満たしていれば対象となるため、申請⽅法にしたがって必要書類を提出するこ

とで、配偶者控除、配偶者特別控除、保険料控除を受けることができます。ここでは、育

休‧産休中の年末調整における、申請⽅法や各種控除について解説します。
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 産休‧育休中も年末調整を忘れず⾏おう

育休中‧産休中にも受けることのできる控除

年末調整は対象となる控除などを⽤いて正しい所得税額を計算する⼿続きで、育休中や産休

中でも会社により実施されます。

年末調整の詳細については以下の記事を参考にしてください。

確定申告の基礎知識｜マネーフォワードクラウド会計‧確定申告

年末調整とは？確定申告との違いも徹底解説 | マネーフォワード クラ

ウド

給料所得の計算で控除が適⽤される場合には、その分だけ課税所得が少なくなり、所得税額

を低く抑えることができます。

配偶者除‧配偶者特別控除

配偶者控除‧配偶者特別控除は、次の要件を満たす配偶者がいる場合に受けることができる

控除です（また給与所得者⾃⾝も合計所得⾦額が1,000万円以下であることが必要です）。

● 法律上の配偶者であること（内縁関係でないこと）

● 給与所得者と⽣計を⼀つにしていること

● その年に⻘⾊申告者の事業専従者として給与が⽀払われていないこと、または⽩

⾊申告者の事業専従者でないこと
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● 合計所得⾦額が⼀定⾦額以下であること

配偶者控除は合計所得⾦額が48万円以下の場合に受けることができ、配偶者特別控除は合計

所得⾦額が48万円を超えて133万円以下の場合に対象となります。

保険料控除

保険料控除は、⽣命保険などに加⼊している場合に、⽀払保険料について受けることができ

る控除です。⽣命保険料⽀払いは⽣命保険料控除、地震保険料の⽀払いは地震保険料控除の

対象となります。

⽣命保険料控除額は、保険の契約を2012年1⽉1⽇より前にしたもの（旧契約）と、後にし

たもの（新契約）で異なります。

住宅ローン控除

住宅ローン控除は、住宅購⼊‧新築の際にローンを組み、返済を⾏っている場合に受けるこ

とができる控除です。適⽤されると10年間にわたって、年間40万円を限度に住宅ローン年

末借⼊残⾼の1％の⾦額の控除が受けられます。

なお、新型コロナウイルス感染症等の影響により⼊居が遅れた場合に、控除期間を10年間

から13年間に延⻑する措置が講じられています。

参照：新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅取得⽀援策について｜国⼟交通省

育休中でも住宅ローン控除の対象であることは変わらず、計算された⾦額の控除を受けるこ

とができます。ただし、所得税額が少ないために全額の控除ができない場合や、無給で所得

税も課税されないため控除がそもそも⾏われない場合があります。
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⼿当⾦や給付⾦は年末調整の対象になる？

育休中や産休中には、健康保険と雇⽤保険からいくつかの⼿当⾦や給付⾦を受け取ることが

できます。各⼿当の詳細については以下の記事を参考にしてください。

労務の基礎知識｜マネーフォワードクラウド給与

育児休業の⼿当とその期間は！？産休から育休までのまとめ | 給与計算

ソフト マネーフォワード クラウド

育休中や産休中に受け取る⼿当⾦や給付⾦は、それらの⽀給理由により年末調整では以下の

ように取り扱われます。

出産⼿当⾦

出産する被保険者に健康保険から⽀払われる給付が、出産⼿当⾦です。出産のために産前‧

産後休暇をとる必要があり、無休となる場合の⽣活保障の意味合いで給付される⼿当⾦で

す。出産⽇までの42⽇間（双⼦以上の場合は98⽇間）、出産⽇の翌⽇からの56⽇間のう

ち、給料が⽀払われなかった期間を対象に出産⼿当⾦が⽀払われます。⾦額は標準報酬額の

2/3で、以下の式で計算されます。

以前12カ⽉間の標準報酬⽉額平均額÷30×2/3

出産⼿当⾦に所得税はかかりません。年末調整にも関係せず、申告する必要もありません。

出産育児⼀時⾦
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被保険者やその被扶養者の出産にあたり、健康保険から⽀払われる給付が出産育児⼀時⾦で

す。出産にかかる費⽤に充てる⽬的で給付されます。妊娠85⽇以上（4カ⽉）の妊婦が出産

した場合に、出産児1⼈につき42万円が⽀払われます。原則は、いったん⾃分で出産費⽤を

⽀払い、後から健康保険に申請して給付を受けます。ただし、所定の⼿続きをとれば、医療

機関などの窓⼝で⾼額な出産費⽤を⽀払うのではなく、保険者（協会けんぽ‧健保組合）が

直接医療機関などに⽀払う直接⽀払い制度を利⽤できます。

出産育児⼀時⾦に所得税はかかりません。年末調整にも関係せず、申告する必要もありませ

ん。

育児休業給付⾦

育児休業給付⾦は、雇⽤保険から⽀払われる給付⾦です。休業後の復職を前提として、休業

中の収⼊減を緩和することを⽬的とし、育児介護休業法における育児休業の取得を推進する

ために設けられています。要件を満たす雇⽤保険の被保険者が、1才か1才2カ⽉、保育園⼊

園ができないときは1才6カ⽉か2才未満の⼦どものために育児休業を取得する場合に受け取

ることができます。⾦額は以下の式で計算されます。

育児休業開始から6カ⽉＝育児休業開始時の賃⾦⽇額×⽀給⽇数×67％

育児休業開始から6カ⽉経過後＝育児休業開始時の賃⾦⽇額×⽀給⽇数×50％

育児休業給付⾦に所得税はかかりません。年末調整にも関係せず、申告する必要もありませ

ん。

育休中従業員の年末調整のやり⽅と注意点



年末調整はやり⽅や期限が定められていて、育休中であってもルール通りに⾏う必要があり

ます。育休中は通常の勤務をしている場合と違って会社にすぐに確認することができないた

め、申請⽅法や期限を理解しておくことが⼤切です。

育休中における年末調整の申請⽅法と期限

会社は年末調整を、⼀部の対象外となる者以外のすべての従業員に対して⾏います。育休中

でも必要書類を提出することで、他の従業員と同じように会社の年末調整を受けることがで

きます。年末調整を受けるためには扶養控除（異動）申告書などへ必要な内容を記⼊し、確

認事項のために求められる書類を添えて提出することが必要です。

通常の場合、年内に年末調整を⾏い、最後の給料⽀払いで余剰分の還付や不⾜分の徴収を⾏

います。そのため給与計算開始前には従業員からの必要書類を回収し、チェックを済まして

おかなければなりません。これら年末調整の準備にかかる期間は従業員数などによって異な

り、また給料の計算期間がどうなっているかも会社それぞれで違うため、年末調整の申請が

いつまでに必要かは⼀概には⾔えません。会社に申請期限を確認して、遅れないことが⼤切

です。

育休中で収⼊がない場合の年末調整のやり⽅

必要書類を提出することで、育休中で収⼊がない場合でも年末調整を受けることは可能で

す。扶養控除（異動）申告書などへ必要事項を記⼊して提出すると、他の従業員と同じよう

に年末調整が⾏われます。育休中で1年間を通じて収⼊がない場合、給与所得0（ゼロ）、源

泉所得税0（ゼロ）の内容で源泉徴収票が作成されます。

少しでも給料や源泉徴収額などがある場合には、年末調整の計算に基づいた還付などが⾏わ

れ、その旨を記載した源泉徴収票が作成されます。

https://biz.moneyforward.com/words/457/
https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/2390/


また配偶者に課税所得がある場合には、配偶者側の年末調整で扶養家族になることができま

す。その際は配偶者の扶養控除等異動申告書の配偶者欄に⽒名を記⼊して申告します。

国税庁｜令和3年分給与所得者の扶養控除等申告書

年末調整に間に合わなかった場合の対処⽅法

年末調整と同じように所得税精算のために⾏われる⼿続きに、確定申告があります。給与所

得者は会社の年末調整を受けることで正確な所得税納付ができますが、⾃営業者に年末調整

はありません。給与所得者以外の正確な所得税納付のために⾏われる⼿続きが確定申告で、

給与所得者でも医療費控除を受ける場合や、最初の住宅ローン控除を受ける場合などには、

確定申告を⾏う必要があります。

育休中で会社の年末調整に間に合わなかった場合でも、確定申告をすることによって還付を

受けたり、追徴を⾏ったりすることができます。確定申告の実施期間は、翌年の2⽉15⽇か

ら3⽉14⽇までです。また所得税の還付⾦は、5年前まで遡って受けることができます。
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産休‧育休中も年末調整を忘れず⾏おう

育休中や産休中の従業員も年末調整の対象に含まれます。会社の年末調整を受けることで正

確な所得税計算が⾏われ、還付⾦がある場合は払い過ぎた分を返還してもらうことができま

す。扶養控除や保険料控除、住宅ローン控除の適⽤を受けるためには、年末調整でしっかり

申告しなければなりません。

また産休‧育休中にはさまざまな⼿当⾦や給付⾦が受け取れますが、これらには所得税はか

からず、年末調整にも含まれません。申請⽅法や期限に注意して、忘れずに会社の年末調整

を受けましょう。

よくある質問

育休中でも年末調整は必要ですか？

正確な所得税納税のために必要で、払い過ぎがあれば還付⾦が受け取れます。詳しくはこち

らをご覧ください。

⼿当⾦や給付⾦は、年末調整の対象ですか？

産休中や育休中の⼿当⾦や給付⾦は年末調整の対象になりません。詳しくはこちらをご覧

ください。

※掲載している情報は記事更新時点のものです。
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